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�愛媛県告示第１１２０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課及び愛媛県西条保健所並びに西条市役所において

告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

有限会社明越産業

愛媛県西条市船屋７番地１

代表取締役 羽渕 文治

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

西条市船屋字揚梅谷乙８番１、乙８番２及び西条市船屋字一本

松水谷乙７番１

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第７条第１４号ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業

廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、汚泥（石綿含有産業廃棄物を含む。）、廃油（タール

ピッチ類に限る。）、廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を

含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、

金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改

築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」（石

綿含有産業廃棄物を含む。）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業

廃棄物を含む。）、ばいじん、処分するために処理したもの及び

廃石綿等

５ 申請年月日 令和６年１２月５日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び愛媛県西条保

健所

�愛媛県告示第１１２１号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１８条の規定により、登録研修機関から次のとおり登録研修機関の住所及び事

業所の所在地を変更する旨の届出があった。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１１２２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６令和６５条の規定に基づき、次のとお

り指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１１２３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（愛媛県南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

伊方加入区
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�愛媛県告示第１１２４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（令和２年１２月愛媛県告示第１３７４号）による保険

に付すべき義務は、令和６年１２月１９日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（愛媛県南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

伊方加入区
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�愛媛県告示第１１２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

三津土地改良区から次のとおり役員が、就任した旨の届出があった。

令和６年１２月２０日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

�愛媛県告示第１１２５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録研修機関
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
変更年月日

名 称 住 所 名 称 所 在 地

ＤＸＯ株式会社

（変更後）
東京都中野区本町二丁目４６番１
号 中野坂上サンブライトツイ
ン７階

ＤＸＯ株式会社

（変更後）
東京都中野区本町二丁目４６番１
号 中野坂上サンブライトツイ
ン７階

令和７年１月１４日
（変更前）
東京都中央区日本橋蛎殻町二丁
目１３－６ ＥＤＧＥ水天宮８階

（変更前）
東京都中野区本町二丁目４６番２
号 中野坂上セントラルビル８
階

名 称 辞退に係る医療
の種類

辞 退
年月日

訪問看護ステーション くるみ
訪問看護ステー
ション（育成医
療・更生医療）

令和６年
１１月１日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１１１２９号 令和３年
３月１５日 ㈲八木建設 八木 大 今治市延喜甲２９０－１ 令和６年

１１月１２日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－３）第１４８４３号 令和３年
１０月３０日 後藤庭園 後藤 淳一 新居浜市江口町１２－１７ 令和６年

１１月１８日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３）第１７８２１号 令和３年
１１月２８日 ㈱重一建設 木藤 重政 西条市大町１２７４－４ 令和６年

１１月２９日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 乗 松 恵 子 松山市古三津１丁目６－５
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�愛媛県告示第１１２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和６年１２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－６）第１８３３３号 令和６年
８月１３日 ㈱ロクマルエンジ 河上 大 松山市�米窪田町３３７－

１ テクノプラザ愛媛内
令和６年
１１月１１日 塗装工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－３）第１５９５７号 令和３年
６月９日 ㈲岩城建設 岩城 孝幸 松山市平井町甲１９７４－４ 令和６年

１１月１３日
土木工事業、舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１４４２９号 令和２年
１月１７日 ㈲ホームアンドホーム 市井 鉄也 松山市大橋町９２－３ 令和６年

１１月２０日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西谷吉田線

宇和島市三間町則６７番１地先から

同町則４９６番地先まで
旧 ５．８～１０．０ ０．０８５

宇和島市三間町則６７番６から

同町則４９６番地先まで
新 ７．１～１１．８ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西谷吉田線
宇和島市三間町則６７番６から

同町則４９６番地先まで
令和６年１２月２０日

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社リクルート 東京都千代田区丸の内一丁目９番２
号

愛媛県美術館使用料条例（平成１０年
６月２５日条例第２６号）に規定する特
別の企画による展示に係る観覧料及
び愛媛県美術館管理規則（令和２年
３月２７日規則第１７号）に規定する常
設展観覧料

令和６年１２月２０日から

令和７年３月３１日まで
令和６年１２月２０日

令和６年１２月２０日 発行


